
申請要領 

 

令和６年度さいたま市電気自動車等普及促進対策補助金申請要領 

 

令 和 ６ 年 ５ 月 ８ 日 

さいたま市環境局環境共生部

ゼ ロ カ ー ボ ン 推 進 戦 略 課         

 

１ 補助対象者 

① 市内に住所を有する個人（市民） 

② 市内に事務所若しくは事業所を有する法人又は個人事業者（事業者） 

 
２ 予算額 

電気自動車と燃料電池自動車を合わせて １,１６０万円 

 

３ 申請受付期間 

令和６年６月３日（月）から令和７年３月１９日（水）まで 

※ ただし、予算額に達した場合にはその時点で終了となります。 

 

４ 補助対象車両 

①  電気自動車 

リチウムイオン電池を用いて駆動する電動機を搭載し、内燃機関を併用しな

い四輪車以上の新車の電気自動車が対象です。 

 

②  燃料電池自動車 

燃料電池を用いて駆動する電動機を搭載し、内燃機関を併用しない四輪車

以上の新車の燃料電池自動車が対象です。 

  ※①、②ともに令和６年４月１日以降に新規登録された自動車に限ります。 

 

５ 補助金額（１台当たり） 

１台当たりの補助金交付上限額は、下表のとおりです。 

 

１台当たりの補助金交付上限額 

補助対象車両 
補助金交付上限額 

（１台当たり） 

電気自動車  ５万円 

燃料電池自動車 ５０万円 
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６ 財産処分の制限について 

   当該補助事業により取得した補助対象車両について、さいたま市電気自動車等

普及促進対策補助金交付要綱別表第３に規定する財産処分制限期間（以下、財

産処分制限期間といいます。）を経過するより以前に処分をするときは、さいたま市

電気自動車等普及促進対策補助金に係る財産処分承認申請書（様式第４号）をさ

いたま市へ提出し、処分の承認を得る必要があります。 

   また、交付した補助金のうち、処分時から財産処分制限期間が経過するまでの

期間に相当する分を返還していただきます。なお、当該処分により利益が生じたと

きは、交付した補助金額の範囲内でその利益の全部又は一部をさいたま市に支払

っていただきます。 

 

７ 補助台数の制限について 

補助金は、申請者１人につき１台（事業者については３台）までしか申請できませ

ん。 

 

８ 補助金交付申請受付について 

（１）交付申請書の配布 

 交付申請書は、以下の２通りの方法により配付します。 

① ホームページからのダウンロード  電子データ 

   さいたま市役所のホームページからダウンロードできます。 

URL：https://www.city.saitama.lg.jp/001/009/015/e-kizuna/juyou/p065260.html 

トップページ＞暮らし・手続き＞環境保全＞ゼロカーボン推進（地球温暖

化対策） >E-KIZUNA Project >需要創出とインセンティブの付与 >《補助

金》令和６年度さいたま市電気自動車等普及促進対策補助金のご案内  

② 市役所での配付  紙 

さいたま市役所７階ゼロカーボン推進戦略課で配付します。 

※ 予算額に達し、申請受付を終了した場合には、配付を中止することが

あります。 

 

 

 

 

 

  

https://www.city.saitama.lg.jp/001/009/015/e-kizuna/juyou/p065260.html
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（２） 申請書類 

                         「○」必要 「△」場合により必要 「－」不要 

※１ 使用者が車両代金の支払いのために銀行又はクレジット会社のローンを利用し

た場合は、代金全額の支払について明記されている自動車販売店と使用者の

間で締結された契約書等の写しの提出が必要です。 

※２ 発行から１年以内かつ最新事項のものを提出してください。 

 

（３） 交付申請受付 

交付申請は土日・祝日及び１２月２９日から１月３日を除く８時３０分から１７

時１５分（以下、業務時間という。）に、先着順で受け付けます。郵送による交付

申請も受け付けておりますが、簡易書留など、配達したことが確認できる方法

に限ります。 

受付日は、原則としてゼロカーボン推進戦略課に到達した日としますが、業

務時間外に到達した場合、翌開庁日を受付日とします。ただし、同日に複数の

交付申請受付が行われ、かつ、その交付決定により予算額を超えることとなる

申請書類 事業者 個人 

(1) 交付申請書（様式第１号） 〇 〇 

(2) 実績報告（導入した車両）（様式第１号別紙１） 〇 〇 

(3) 補助対象経費に係る請求書の写し 

（車両本体、値引き額等の明細のあるもの） 
〇 〇 

(4) 補助対象経費支払いに係る書類の写し（領収書の写し等）※１※２ 〇 〇 

(5) 自動車検査証記録事項の写し 〇 〇 

(6) 法人登記事項証明書（登記簿謄本）の写し※２ 〇 － 

(7) 自動車賃貸借契約書の写し （リース車両の場合） △ △ 

(9) 前年度の市民税・県民税納税証明書の写し（課税されていなかっ

た場合は前年度の所得・課税（非課税）証明書の写し） 
－ 〇 

(10) 保管場所標章番号通知書、使用者が契約者である任意自動車

保険契約書 又は使用者が契約者であるローン契約書  

（割賦販売の場合） 

△ △ 

(11) 宣誓書 （兼 住民登録状況調査同意書）（様式第１号別紙２） 〇 〇 

(12) 暴力団排除に関する誓約書       （様式第１号別紙３）（様

式第 1 号別紙３） 
〇 〇 

(13) 役員一覧表                 （様式第 1 号別紙４） 〇 － 

(14) 前年度の法人市民税納税証明書 〇 － 
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場合には、別添「さいたま市電気自動車等普及促進対策補助金 事務取扱基

準」により、補助金交付対象車両を決定するものとします。 

なお、必要書類が揃っていない申請書は、受け付けられませんのでご注意く

ださい。 

 

（４） 交付決定及び額の確定 

申請内容の審査は受付順に行い、審査の結果、交付が適当と認められた申

請から交付を決定します。 

申請を受理してから補助金の交付までは概ね１か月を見込んでいます。 

 

（５） 提出先 

さいたま市環境局環境共生部ゼロカーボン推進戦略課 

〒330-9588  さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号（さいたま市役所本庁

舎７階） 
 


